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平成１８年１０月期第一級海上特殊無線技士賦験問田

怯規１２同

9巴■正学１２閏
２４岡１時間｝ 法 規

(注）解獣弘答えとして正しいと14,9iしたものを一つだけ辺ＺＫ答案用紙の答１０に正しく記入（ﾏｰｸ）すること．

総務省令で定める場合を除き、免許人力畷巳逼検遼 〔4〕 を取り消されることがある渦〔１〕

を受ける場合}よ次のどｵbOL 合感次のどれか．

1．晦欝に電波の発射のI;【止を命じられたとき．

２．９F可を劃ﾅて959§股Niの変更の工事をしたとき．

３．電波の型式又は周波数の指定の変更を受けたと

き．

4．jiImUを定めて周波数又は空中線愈力をＩﾖM展され

たとき．

１．通塑性に違反したと垂

2．日本の国ﾎﾟﾛを有しない者となったとき．

３．引き続き６箇月以上無線設備の殿作を行わなかっ

たとき．

4．免蘭鉦を失ったとき．

〔２〕次の8日述睦KMUjに施設する無線股備に関する然

鍛鷹規則の規定である.Ｅ=]内に入れるべき字
句を下の番号から選べ

〔5〕細随周鯛HHE通信を行ったとき、電波法の規定によ

り免蘇人がとらなければならなし鞘団さ.次のどれ力、

１．週H8なく国÷在邇大臣に軽吉する．

2．速やかに所in海岸局長に報翫rる．

3．健涜大臣に届け出るとともに無線検査簿に田繭す

る．

4．縄務省令で定める手閣劇こより、総務大臣に報告す

る．

用DRBの航海ID楢に通常!R回するnni鎚圃#iには、

その1閏i体の見やすい箇所'＆当該股Niの発する醒
が□に噸を与えない最小の廟Bを明示しな
}ﾌﾞｵﾛ鋤ならない｡」
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鍬8局の免尉状睦ｊ目示を困簸とする場合を除き、〔6〕資格を有する者カヘ船〔3〕

次のどの箇所に掲げておかなけれNたらないか．船に力9段する空中線電力５０ワット以下の無線電話

及びデジタノ閲選択呼出装置で麺０１０キロヘルツ以上

の周波数の電波を使用するものについて行うことが

できる操f倒さ・次のどｵﾛ0h℃

1．船内の適当な檀Z;『

2．船長蜜内の見やすい箇所

3．送侭装置のある壇所の適当な箇所

４．通侭劃勺の見やすい箇所1．鋤in地球局の当麟無線設備のl支術操作

２．HHUi局の当麟無線8受備の通償操作適際電気通

ｉﾖ業務の通信のための通l圓操作を除く.）

3．船１日局の当該無線R２億の操作

４．肱空局の当鱗無線股備の国内通信のための通信

操作
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法 規

〔７〕次のＩ圃僅は､秘密の保頚に関する電波法の規定で

ある.□内に入れるべき字句を下の番号から選
ヴミ

〔100無線局が相手周をU平ぴ出そうとするときば､、嘩邇

個等を行う溜合を除き､一定の周波数によって､営守し、

他の通､iに混信を与えないことをﾛﾋﾞｶ咄bなければなら

ない斌この椙合においてﾛg庁しなけれＩ西江らない周
波数は､次のどれか．

'何人も法律に別Btの定めがある場合を除くl動凡
特定の相手方に対して行われる#､i園通信を傍受して
その存在若しくは内容をNUらし、又はこれを

｢三コしてはならない.」 1．自局の発射しようとする電波の周波数そのm2必要
と認める周波数

2．自局に指定されているすべての周波数

3．自局の付近にある無線局におI,元使用する電波の
周波数

4・他の既に行わ｡Tている通１首に使用されている周波
数であって､最も感度の良いもの
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〔､〕Ｎ団iH通報を受信したHU舶周は､直ちに雄にその通報
を通知しなければならないか、正しいものを次のうち
から遇`、

〔８〕次のRBhEI土鋳線局の運用に関する電波法の規定

である.[二．内に入れるべき字句を下の番号から
選べ

》》、鼠岸周又はHOnHH5は他のH01h局から無iHNR傭

の機器の瓢Hfのための通個を求められたときは、

「=~]、これに応じなけれNbならない」
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剰寧のない限り

責任者の許可を得て

遼難通信を行っている場合を除き

一切の通信を中止して
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〔凹匡鴎電気通信連合遼寧に鋤竃する熟練通償規側､Pは

適膨平出しの際に使用するＩＭＡＹＤＡＹ」の選圃百Ｕ

数は何回と定められているが正しいものを次のうち
から選べ

〔９〕l5a8m狂１２の周波数のqR波力梗用できるのは次
のどれか．

操９０援助のための通信を行う場合

呼出し又は応答を行う場合

電波の規正にＥ３する通信を行う燭台
3,乗通信を行う場合
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平成１８年１０月期

第一級海上特殊無線技士「法規｣合格基準及び正答

１試験問題１２問

２満点及び合格点満点６０点

配点１問５点

合格点４０点

３正答
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問題 正答

〔１〕 ２

〔２〕 ３

〔３〕 ２

〔４〕 １

〔５〕 ４

〔６〕 ４

〔７〕 ４

〔８〕 １

〔９〕 ２

〔10〕 １

〔11〕 ３

〔12〕 ３
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